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陶街道五十三次（砥部町提供）

被
扶
養
者
の
異
動
手
続
は
お
早
め
に
！

育
児
休
業
手
当
金
の
給
付
率
引
上
げ
予
定

柔
道
整
復
師（
接
骨
・
整
骨
院
）の
か
か
り
方

知
っ
て
お
き
た
い
！
退
職
後
の
共
済
制
度

教
育
ロ
ー
ン
・
マ
イ
カ
ー
ロ
ー
ン
の

こ
と
な
ら
共
済
組
合
へ
！

事
業
内
容
改
正
の
お
知
ら
せ

（
貯
金
・
貸
付
事
業
）

人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状
況
の
お
知
ら
せ
／
他
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今
年
度
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
1
か
月
と

な
り
、
卒
業
、
進
学
、
就
職
な
ど
、
ご
家

族
に
異
動
が
多
い
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。

 

被
扶
養
者
の
方
に
異
動
が
生
じ
た
場
合

は
、
被
扶
養
者
の
認
定
・
取
消
等
の
手
続

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
年
度
が
替
わ
る
忙

し
い
時
期
、
異
動
手
続
を
忘
れ
が
ち
に
な

り
ま
す
の
で
、
下
図
で
被
扶
養
者
の
異
動

手
続
の
必
要
が
あ
る
か
確
認
し
て
い
た
だ

き
、
該
当
と
な
る
組
合
員
の
方
は
、
速
や

か
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
取
消
手
続
が
必
要
で
す
の

で
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
被
扶
養
者
申
告
書

○
組
合
員
被
扶
養
者
証

　

学
校
卒
業
後
、
就
労
の
意
思
が
あ
り
な

が
ら
就
職
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
、
引

き
続
き
組
合
員
の
扶
養
を
受
け
る
場
合

は
、
次
の
書
類
を
4
月
末
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

○
被
扶
養
者
申
告
書

○
扶
養
事
実
の
申
立
書

○
組
合
員
被
扶
養
者
証

　

扶
養
の
事
実
・
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
実
状
を
調
査
確
認
し
た
う
え
で
、
認

定
の
可
否
を
判
定
し
ま
す
。（
認
定
期
間
に

つ
い
て
は
、
扶
養
の
実
態
に
よ
り
最
長
1

年
の
期
限
に
な
り
ま
す
。）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
所
属
所
の
共
済
事

務
担
当
課（
係
）又
は
共
済
組
合
総
務
係

（
T
E
L
0
8
9
│
9
4
5
│
6
3
1
5
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

就
職
す
る
と
き

就職後、速やかに被扶養者申告書、組合員被扶養者
証を提出してください。

４月末までに被扶養者申告書、扶養事実の申立書、診
断書または障害者手帳の写しを提出してください。

７月に実施予定の被扶養者の資格調査時に在学証明
書を提出してください。

４月末までに被扶養者申告書、扶養事実の申立書、組
合員被扶養者証を提出してください。

４月末までに被扶養者申告書、組合員被扶養者証を提
出してください。

平
成
26
年
４
月
か
ら
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
と

な
ら
な
い
被
扶
養
者（
子
）の
方
は
い
ま
す
か
？

NO

YES

NO

YES
就
職
が
決
ま
っ
て
い
る

届出不要

取消

取消

継　

続　

認　

定

卒業したが傷病のため
就労できない場合

①

引き続いて在学中の場合
（大学（院）、専門学校等）
②

上記①、②に該当しない場合③

実状調査

　

被
扶
養
者
の
取
消
後
は
、
組
合
員
被

扶
養
者
証
を
使
用
し
て
保
険
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
等
に
加
入
す
る

な
ど
保
険
証
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
医

療
機
関
等
の
窓
口
に
必
ず
申
出
を
行

い
、
新
し
い
保
険
証
を
提
示
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

取
消
手
続
が
遅
れ
、
そ
の
ま
ま
組
合

員
被
扶
養
者
証
を
使
用
し
て
保
険
診
療

を
受
け
た
場
合
に
は
、
取
消
日
に
遡
っ

て
共
済
組
合
が
支
払
っ
た
医
療
費
を
全

額
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

組
合
員
証
の
提
示
に

ご・

注・

意・

く
だ
さ
い

学
校
を
卒
業
し
た
が

就
職
が
で
き
な
い
と
き

春
は
卒
業
、
進
学
、
就
職
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
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柔道整復師 (接骨院・整骨院 )のかかり方
　柔道整復師（接骨院・整骨院）から受ける施術には、共済組合から療養費として給付を受け
られる場合と給付を受けられない場合があり、それぞれ以下のとおりとなっています。
　受診の際は、どちらに該当するか確認した上で、負傷の原因を正確に伝えて正しく施術を受
けましょう。

共済組合の給付を受けられる場合 ( 一部負担 )

○ 打撲、ねんざ、挫傷（肉離れ等）
○ 骨折、脱臼などの応急処置
　（応急手当後の施術については、医師の同意が必要です。）

　なお、（一社）地方公務員共済組合協議会と受領委任契約を結んでいる柔道
整復師などから施術を受ける場合、組合員証等を提示すれば、3割の自己負
担（6歳年度末までは 2割、70 歳以上の一般所得者は1割（平成 26年 4月 1
日以降に新たに 70歳になる者は 2割））を支払えばよいことになっています。     
　組合員証等を提示して施術を受けた場合、柔道整復師に自己負担を支払うほかに、「療養費
支給申請書」に署名が必要になりますが、この請求書には傷病名や施術内容などが記載されて
いますので、必ず内容を確認して署名してください。
　また、領収書は必ずもらうようにして、金額などに相違がないか確認しましょう。医療費控
除を受ける際にも必要となりますので大切に保管してください。

　※この場合は、組合員証等は使えません。全額自己負担となります。

○ 日常生活における疲労、肩こり、腰痛
○ あんま・マッサージ代わりの利用
○ スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
○ 内科的原因による疾患（神経痛やリウマチなどからくる凝りや痛み等）
○ 骨折、脱臼（応急処置又は医師の同意が得られているものを除く）
○ 症状の改善がみられない長期の施術　など

共済組合の給付を受けられない場合 (全額自己負担 )

　

現
在
、
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い

る
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
法
案
で

は
、
平
成
26
年
4
月
1
日
以
降
に
育

児
休
業
を
開
始
し
た
者
に
対
す
る
育

児
休
業
給
付
金
の
給
付
率
の
引
上
げ

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
の
育
児
休
業
手
当

金
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
が
予
定

さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
要
旨
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
い

が
示
さ
れ
て
か
ら
改
め
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。



　共済だより 3月号 Vol.278 4

　

退
職
後
は
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
組
合

員
の
資
格
を
喪
失
し
ま
す
の
で
、
上
図
の

い
ず
れ
か
の
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
手

続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

こ
こ
で
は
、
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合

員
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

共
済
組
合
に
任
意
継
続
掛
金
を
納
付
す

る
こ
と
に
よ
り
、
退
職
後
も
引
き
続
き
在

職
中
と
同
様
に
短
期
（
医
療
）
給
付
（
休

業
給
付
は
除
く
。）
と
共
済
貯
金
な
ど
の
福

祉
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

医
療
保
険

任
意
継
続
組
合
員
制
度
と
は
？

【
加
入
要
件
】

　

退
職
の
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
組
合
員
で
あ
っ
た
方
。

【
申
請
手
続
】

　

退
職
の
日
か
ら
20
日
以
内
に
、
退
職
時

の
所
属
所
を
経
由
し
て
「
任
意
継
続
組
合

員
資
格
取
得
申
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
加
入
で
き
る
期
間
】

　

２
年
間
を
限
度
と
し
、
申
出
に
よ
り
途

中
で
脱
退
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
掛
金
に
つ
い
て
】

　

短
期
給
付
に
必
要
な
費
用
は
、
組
合
員

と
地
方
公
共
団
体
が
折
半
に
よ
り
負
担
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
退
職
後
、

任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
地

方
公
共
団
体
の
負
担
分
を
含
め
た
額
が
任

意
継
続
掛
金
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
は
、

介
護
保
険
の
保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す
。

　

掛
金
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

頁
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

【
掛
金
の
納
付
方
法
】

　

毎
月
払
い
、
半
年
前
納
、
１
年
前
納
（
年

度
単
位
）
の
３
通
り
の
方
法
が
あ
り
、
半

年
前
納
、
１
年
前
納
に
つ
い
て
は
、
割
引

制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

知
っ
て
お
き
た
い
！ 

退
職
後
の
共
済
制
度

平
成
25
年
度
退
職
予
定
者

相
談
会
全
日
程
終
了

参
加
者
４
２
１
人

　

退
職
間
近
の
組
合
員
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
退
職
後
の
生
活
設
計
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
平
成
25
年
度
退
職
予
定
者
相
談
会

を
県
内
10
箇
所
で
開
催
し
、
先
月
24
日
に
全
日
程
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

こ
の
相
談
会
で
は
、
ま
ず
始
め
に
全
体
説
明
会
と
し
て
、
退
職
後
に
加
入
す
る
医
療
保
険
制
度
（
主
に
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合
員

制
度
）
に
つ
い
て
、
ま
た
、
退
職
共
済
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
や
仕
組
み
等
一
般
的
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
後
、
個
々
の

事
情
に
よ
り
確
認
し
た
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
方
を
対
象
に
、
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
な
お
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

再就職先に健康保険制度がない

【60歳未満の被扶養配偶者がいる場合】
　組合員が退職後、再就職しない場合には、その被扶養配偶
者（60歳未満の者）は国民年金の第3号被保険者から第1号
被保険者に種別が変更となり、国民年金の保険料を納付する
必要が生じます。
　手続については、居住地の市区町村役場にご照会ください。

ご
注
意

　

く
だ
さ
い

退　　職　　後

再就職する 再就職しない

いずれかを選択してください

区　　分 就職先の健康保険 国民健康保険
(退職者医療制度)

共済組合の
任意継続組合員

家族が加入している
健康保険の被扶養者

自己負担
割　　合

3割
(70歳～74歳は※2割(一定以上所得者は3割))

附加給付 各健康保険組合に
より異なります。 なし あり 各健康保険組合に

より異なります。

保 険 料
(掛 金) あり あり あり なし

手 続 等
就職先で手続を
してください。

居住地の市区町村
で手続をしてくだ
さい。

退職時の所属所を
経由して手続をし
てください。

認定要件がありま
すので、家族が勤め
ている職場にお問
い合わせください。

※平成26年3月31日以前に70歳に達した者は1割とすることが検討されています。
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【
被
扶
養
者
に
つ
い
て
】

　

退
職
時
に
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ

て
い
た
方
は
、
認
定
要
件
に
変
更
が
な
け

れ
ば
、
引
き
続
き
被
扶
養
者
と
し
て
認
定

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

退
職
日
の
翌
日
以
降
、
組
合
員
証

は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

退
職
の
際
に
は
必
ず
「
組
合
員
証
」

を
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課（
係
）

を
経
由
し
て
共
済
組
合
へ
返
納
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」、

「
高
齢
受
給
者
証
」、「
特
定
疾
病
療

養
受
療
証
」
及
び
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

あ
わ
せ
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お

り
、
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
各
健
康

保
険
制
度
で
全
て
同
じ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
自
己
負
担
額
が
基
準
額
を

超
え
た
場
合
、任
意
継
続
組
合
員
制
度
（
以

下
「
任
継
」
と
い
う
。）
で
は
一
部
負
担
金

任
意
継
続
と
国
保

ど
ち
ら
に
加
入
す
る
ほ
う
が
有
利
？

払
戻
金
等
の
附
加
給
付
が
受
け
ら
れ
る
の

で
、当
該
給
付
の
な
い
国
民
健
康
保
険
（
以

下
「
国
保
」
と
い
う
。）
と
比
べ
、
給
付
内

容
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
掛
金
（
保
険
料
）
の
比
較
で
は
、

退
職
後
１
年
目
は
、
国
保
の
場
合
、
前
年

（
現
職
時
）
の
収
入
を
基
に
保
険
料
が
算
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
任
継
掛
金
の
ほ
う
が

低
く
な
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
退

職
後
２
年
目
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
減
少

に
よ
り
国
保
の
保
険
料
の
ほ
う
が
低
く
な

る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

な
お
、
国
保
の
保
険
料
は
世
帯
ご
と
に

算
定
さ
れ
、
上
限
額
も
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
既
に
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い

る
ご
家
族
が
い
る
場
合
に
は
、
保
険
料
の

追
加
が
少
額
で
済
む
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す

の
で
、
市
区
町
村
の
国
保
担
当
窓
口
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
１
年
目
は
任
継
に
加
入
し
、
２

年
目
は
国
保
に
切
り
替
え
る
こ
と
も
出
来

ま
す
の
で
、
ご
自
分
の
状
況
に
あ
わ
せ
て

医
療
保
険
制
度
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
な
ど
他
の
医
療
保
険
制
度
に
一
度

加
入
さ
れ
ま
す
と
、
そ
の
後
任
継
に
加
入

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

支払方法による年間掛金額（上限額）の比較
年間掛金額

25年度
498,456円
（52,932円）
493,601円
（52,416円）
489,607円
（51,992円）

※1 平成26年4月に資格取得した場合の掛金額です。
　2 半年または1年前納の場合には、割引が適用されます。
　3 (　)内は介護掛金額です。

26年度
493,452円
（56,544円）
488,645円
（55,993円）
484,692円
（55,540円）

区分

毎月払い

半年前納

1年前納

掛金率及び月額掛金の上限額

25年度

129.00‰
(13.70‰)
41,538円
(4,411円)

※(　)内は介護掛金率及び介護掛金額です。

26年度

132.65‰
（15.20‰）
41,121円
（4,712円）

区分

掛金率

月額掛金
の上限額

平成26年度任意継続掛金（短期掛金・介護掛金）について
平成 26 年度の任意継続組合員に係る掛金率及び掛金額は、下表のとおりとなります。

組
合
員
証
の
返
納
は
速
や
か
に
！

お

願

い

任意継続掛金の算定式

※１ 介護掛金は、40歳以上65歳未満の方が納付することとなります。
　２ 掛金率及び平均給料月額は、年度によって変わる場合があります。

次の①、②のいずれか低い額に掛金率を乗じて求めます。
①　退職時の掛金の標準となった給料月額
（ただし、組合員期間が15年以上、かつ55歳以上で退職した場合は、退職時の給料月額に80/100を乗じた額）

②　平均給料月額（平成26年１月１日現在における現職組合員の平均給料月額）310,000円
（平成25年度：322,000円）

×
任意継続掛金の基礎
となる給料月額
(①、②のいずれか低い額)

=
短期掛金率

介護掛金率

短期掛金額(月額)

介護掛金額(月額)

ご
注
意

　

く
だ
さ
い



【
平
成
　年
度
に

　
　
　

退
職
す
る
方
の
場
合
】

　

昭
和
28
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

一
般
組
合
員
は
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

が
段
階
的
に
65
歳
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ

る
（
注
１
）
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
組
合
員
期
間
１
年
以
上
の

方
が
支
給
開
始
年
齢
に
到
達
し
退
職

共
済
年
金
の
受
給
権
が
発
生
す
る
場
合

は
、
年
金
の
請
求
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
再
任
用
で
在
職
中

（
再
任
用
職
員
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
な
ど
に
よ
り
引
き
続
き
組
合
員
資
格

を
有
し
て
い
る
状
態
。
以
下
同
じ
。）
の

方
と
そ
う
で
な
い
方
で
は
取
り
扱
い
が

異
な
り
ま
す
。

　

再
任
用
で
在
職
中
の
方
は
、
在
職
中

で
あ
っ
て
も
所
属
所
か
ら
渡
さ
れ
る

請
求
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
原
則
、
全
額
支
給
停
止
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
再
任
用
の
退
職
時
に
は
、

受
給
権
発
生
時
か
ら
退
職
す
る
ま
で
の

組
合
員
期
間
と
給
料
（
期
末
手
当
等
を

含
む
。）
を
追
加
算
入
し
再
計
算
を
す

る
「
退
職
改
定
」
の
請
求
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

再
任
用
で
在
職
中
以
外
の
方
は
、
支

給
開
始
年
齢
到
達
月
の
翌
月
分
（
注
２
）

か
ら
給
料
比
例
部
分
の
支
給
が
始
ま
り

ま
す
の
で
、
本
組
合
か
ら
自
宅
へ
送
付

さ
れ
る
請
求
書
を
支
給
開
始
年
齢
到
達

以
後
に
元
の
所
属
所
へ
ご
提
出
く
だ
さ

い
。（
た
だ
し
、
昭
和
28
年
４
月
２
日

か
ら
同
年
６
月
１
日
生
ま
れ
の
方
は
、

所
属
所
か
ら
請
求
書
が
渡
さ
れ
ま
す
）

　

こ
の
ほ
か
、
遺
族
の
年
金
や
障
害
の

年
金
を
受
給
中
の
方
が
、
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
原

則
と
し
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
年
金
を

選
択
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

（
注
１
）
一
定
条
件
に
該
当
す
る
特

定
消
防
組
合
員
の
給
料
比
例
部
分
支

給
開
始
年
齢
は
、
一
般
組
合
員
の
移

行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
よ
り
６
年
遅
れ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
２
）
今
年
の
３
月
末
で
定
年
退

職
と
な
る
昭
和
28
年
度
生
ま
れ
の
一

般
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
61
歳
到
達

年　

金

月
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

退
職
の
時
点
で
は
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
に
達
し
て
お
ら
ず
年
金
請
求
権
が

な
い
場
合
は
、「
退
職
届
」
を
提
出
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
届
書
を
提

出
さ
れ
た
方
に
は
、「
組
合
員
期
間
登

録
通
知
書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
所
・
氏
名
を
変
更
す
る
場

合
は
、
必
ず
共
済
組
合
年
金
係
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

障
害
の
状
態
に
あ
る
方
に
つ
い
て

は
、
障
害
共
済
年
金
や
退
職
共
済
年
金

の
障
害
者
特
例
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
（
係
）

又
は
共
済
組
合
年
金
係
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

年
金
の
決
定
請
求
・
退
職

改
定
請
求
に
つ
い
て

退
職
届
書
の
提
出
に
つ
い
て

障
害
の
状
態
に
あ
る
方
の

特
例
に
つ
い
て

再
就
職
さ
れ
る
皆
様
へ

25

　

年
金
受
給
権
者
が
民
間
会
社
等
に
再
就

職
し
雇
用
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、

退
職
後
に
失
業
給
付
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
65
歳
未
満
の
退
職

共
済
年
金
受
給
者
が
失
業
給
付
を
受
給
し

た
場
合
、
受
給
し
て
い
る
間
は
、
失
業
給

付
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
共
済
年
金

（
職
域
年
金
部
分
を
除
く
。）
が
支
給
停
止

と
な
り
ま
す
。
一
方
、
老
齢
厚
生
年
金
は

全
額
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
再
就
職
先

を
退
職
し
て
失
業
給
付
の
受
給
申
請
を
す

る
際
は
必
ず
共
済
組
合
年
金
係
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
９
月
ま
で
の
年
金
は
、
２
・

５
％
高
い
水
準
（
特
例
水
準
）
で
支
給
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
特
例
水
準
を
平
成

25
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
ま
で
の
３
年
間

で
解
消
す
る
こ
と
に
な
り
平
成
25
年
10
月

分
以
降
の
年
金
額
は
そ
れ
ま
で
の
年
金
額

か
ら
１
・
０
％
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
後
の
特
例
水
準
解
消
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
、
平
成
26
年
４
月
に
１
・
０
％
、

平
成
27
年
４
月
に
０
・
５
％
そ
れ
ぞ
れ
減

額
予
定
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
26

年
４
月
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
の
物
価
・

賃
金
が
上
昇
し
た
た
め
、
０
・
７
％
の
減

額
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
例
水
準
の
解
消
に
伴
い
年
金
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
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済
事
務
担
当
課（
係
）を
通
じ
て
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

　

共
済
貯
金
の
解
約
送
金
の
日
は
通
常

月
末
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
３
月
〜
５

月
は
特
に
請
求
件
数
が
多
い
た
め
、
受

付
次
第
、
順
次
送
金
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
月
下
旬
に
解
約
請
求
書
を

提
出
さ
れ
た
場
合
は
、〝
至
急
〞の
申
出

を
い
た
だ
き
ま
し
て
も
当
月
内
で
の
送

金
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん

（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
で

も
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。）の
で
、
退
職

す
る
と
き
に
貸
付
又
は
物
資
供
給
事
業

の
未
償
還
金
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
、

退
職
金
か
ら
控
除
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

退
職
に
よ
り
現
職
組
合
員
の
資
格
を

喪
失
さ
れ
た
方
は
、
任
意
継
続
組
合
員

と
な
っ
た
場
合
で
も
、
人
間
ド
ッ
ク
等

利
用
助
成
事
業
な
ど
の
保
健
事
業
は
利

用
で
き
ま
せ
ん（
被
扶
養
者
も
同
様
）。

退
職
前
に
助
成
金
等
の
請
求
事
由
が
発

生
し
た
場
合
は
、
退
職
後
で
あ
っ
て
も

請
求
で
き
ま
す
が
、
共
済
事
務
担
当
課

（
係
）を
通
し
て
の
ご
請
求
に
な
り
ま
す

の
で
、
な
る
べ
く
退
職
ま
で
に
ご
請
求

く
だ
さ
い
。

年
利
１
・
０
％

（
税
引
後
０
・
７
９
６
８
５
％
）

　

共
済
貯
金
は
、
退
職
後
に
共
済
組
合

の
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
に

限
り
、
現
職
の
と
き
と
同
様
に
引
き
続

き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
預
入
は「
臨

時
増
額
貯
金
払
込
通
知
書
」に
よ
り
共

済
貯
金
払
込
取
扱
金
融
機
関
か
ら
振
込

み
を
行
う
こ
と
で
、
払
戻
は「
共
済
貯

金
払
戻
請
求
書
」を
共
済
組
合
へ
提
出

す
る
こ
と
で
、
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
退
職
後
は
定
例
貯
金（
給
料

控
除
）の
ご
利
用
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、定
例
貯
金
の
中
止
届（
変
更
届
）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
口
座
を
お
持
ち
で
な
い

方
も
新
た
に
ご
加
入
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、
退
職
金
の
運
用
先
と
し
て
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

任
意
継
続
組
合
員
に
な
ら
な
い
場
合

又
は
任
意
継
続
組
合
員
で
な
く
な
っ
た

場
合
は
ご
解
約
と
な
り
ま
す
。「
共
済

貯
金
解
約
請
求
書
」を
、
所
属
所
の
共

貸
付
事
業

物
資
供
給
事
業

　

た
だ
し
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
に
つ
い
て
は
、
退
職
後
は
任
意

継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
の
み
利
用

で
き
ま
す（
被
扶
養
者
も
同
様
）の
で
健

康
管
理
・
生
活
習
慣
の
見
直
し
な
ど
に

是
非
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。
毎
年
６
月

上
旬
に
、「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」を
、

ま
た
特
定
健
康
審
査
の
結
果
で
特
定
保

健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
方
に
は
、
随

時「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」を
送
付
い

た
し
ま
す
の
で
、
共
済
組
合
の
契
約
機

関
に
て
受
診
・
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

貯
金
事
業

保
健
事
業

共済貯金払戻請求書の受付締切及び送金予定日について

定例送金日

金曜日

月末営業日の
1営業日前

金曜日

※300万円超の場合、請求書の至急・月末のいずれかを○で囲んでください。
　表示のない様式の場合は、朱書きで余白に至急・月末のいずれかをご記入
　ください。
※月初め、年末年始、連休期間中の締切予定日・送金予定日は、変更にな
　ることがあります。詳しくは、共済組合ホームページに掲載の「貯金払
　戻スケジュール」をご覧ください。

定例締切日

火曜日

月末営業日の
3営業日前

火曜日

払戻金額

300万円以下

300万円超（通常の場合）

300万円超（至急の場合）

貯金事業

貸付事業・物資供給事業

保健事業
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ご入学・ご進学おめでとうございます !

入学・修学貸付受付中です
教育ローンのことなら共済組合へ

利用申込はお早めに
　共済組合では、組合員又は被扶養者（共済組合の被扶養者の認定を受けていない子を含む。）
の入学・修学に必要な資金の貸付（入学貸付・修学貸付）を行っています。貸付の申込時期は、原
則として3月～4月です。5月以降は、貸付額が制限される場合や貸付できない場合があります
ので、利用を希望される方は、お早めに所属所の共済事務担当課（係）へお申出ください。

○貸付利率は、年２．66％（平成２６年４月から）
　※貸付利率は、貸付規程の本則利率の改正や財政融資資金利率の変動に伴い変動します。
○修学貸付は修業期間中、入学貸付は申出があった場合に、修業年限を限度として元金の償還が据え
　置かれます。（元金据置期間中は利息分のみの償還になります。）
○毎月の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含む。）が給料月額の３０％を
　超える場合、又は年間の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含む。）が年
　収の３０％を超える場合は、貸付を受けられません。
○制度の詳細については共済組合ホームページをご覧ください。その他ご不明な点は、共済組合貯金貸
　付係又は所属所の共済事務担当課（係）までお気軽にお問い合わせください。
　（共済組合貯金貸付係　Tel.０８９－９４５－６３１６）

貸
付
事
由

貸
付
利
率
等

貸
付
限
度
額

入　学　貸　付 修　学　貸　付

入学時に要する諸費用
●入学金、教科書代、授業料等
●敷金礼金等
●受験料

修学（進学・進級）に要する諸費用
●当該年度分の授業料、通学費用
●家賃

修業年限の年数に相当する月数１月につき
１０万円以内（年額１２０万円を超える場合
は１２０万円）　　　　　　　※１万円単位

給料月額の６か月分以内
（２００万円を超える場合は２００万円）
※１万円単位

年利2.9%
（変動金利）

平成26年 3月 1日現在

マイカーローンは共済組合が
便利でお得

物資供給
事業の
ご案内　物資供給事業契約業者（物資指定店）では、共済

組合の立替払い（ローン）で自動車等の必需品が購
入できます（上限 200 万円）。
　償還（返済）方法は、支払い忘れのない給与控除
で、毎月給料からは 60回以内、賞与からは立替金
額の半分以内でそれぞれ自由に設定できますので、
ご利用をご検討ください。
　なお、事業の詳細及び指定店名簿につきまして
は、共済組合ホームページをご覧ください。
（http://www.ehime-kyosai.jp/）
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貸
付
事
業

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
、
貸
付
事

業
の
制
度
内
容
が
次
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
。

■
抵
当
権
の
廃
止

　

4
0
0
万
円
を
超
え
る
住
宅
貸

付
及
び
災
害
貸
付
の
貸
付
条
件
で

あ
っ
た
抵
当
権
の
設
定
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。

■
保
険
料
一
部
負
担
金（
保
証
料
）

の
廃
止

　

普
通
貸
付
、
特
別
貸
付
及
び
抵

当
権
の
設
定
を
要
し
な
い
住
宅
貸

付
・
災
害
貸
付
の
貸
付
利
率
に
加

算
さ
れ
て
い
る
債
権
保
全
費
用
の

一
部
負
担（
年
0
・
0
6
%
）が
廃
止

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
貸

付
の
償
還
利
率
が
年
0
・
0
6
%
下

が
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
変
更
内
容
に
つ
い
て

は
、
償
還
中
の
貸
付
金
に
も
適
用

さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
細
が
決
ま
り

次
第
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

抵
当
権
・
一
部
負
担
金

が
廃
止
さ
れ
ま
す

〜
平
成
26
年
4
月
か
ら
〜

【共済貯金】ボーナス定例貯金開始
平成26年 6月期から
平成26年 4月から、共済貯金の事業内容の一部が次のように変わります。

ボーナスからの控除による定例貯金の新設
　毎月の給料からの控除による定例貯金に加え、これとは別に、ボーナス（期末勤勉手当）からの控除による定例貯
金がご利用可能となります。
　平成26年6月期から、6月及び12月の年2回、任意の額（千円単位）を貯金することができるようになります。
※ボーナスからの控除による定例貯金に関する事務手続の詳細につきましては、共済組合から所属所の共済事
　務担当課（係）へお知らせすることとしています。

一部払戻金送金通知の廃止
　一部払戻金の送金時にお送りしている「共済貯金送金通知書」は廃止し、平成26年4月1日以降、解約金の送金
時にのみ「貯金解約通知書」をお送りすることになります。

様式変更
　上記に伴い、平成26年4月から次の様式が変わります。
 ・貯金加入申込書（様式第1号）　・臨時増額貯金払込通知書（様式第2号）　・変更届（様式第3号）
※変更後の新様式につきましては、平成26年3月31日までに所属所の共済事務担当課（係）へお送りする予定です。

■物資指定店の追加・変更・取消
区分 年月日

（変更は届出日） 指 定 店 名 所 在 地 電話番号 取扱商品

追加 H25.11.28 ㈱ライジングソリューションズ   
カーコンMASAKI 店

伊予市下三谷725-1
伊予郡松前町北黒田349-1

(089)982-2258
(089)994-5110

自動車
（車検含む）

取消 H25.12.31 ジョーズデアイ23 自動車
（車検含む）

取消 H25.12.31 ㈲丸忠 洋服

店舗追加 H26.1.10 愛媛ダイハツ販売㈱
U-CAR松山 松山市宮田町179 (089)945-2130 自動車

店舗取消 H26.1.10 愛媛ダイハツ販売㈱
U-CAR新居浜 自動車

店舗追加 H26.1.11 ㈱ホンダ四輪販売四国
松山久米店 松山市久米町775-1 (089)958-6800 自動車

（車検含む）

店舗取消 H26.1.11 ㈱ホンダ四輪販売四国
枝松店

自動車
（車検含む）

店名変更

H26.1.17

JA えひめエネルギー㈱

オート事業部松山店
（オートパル松山）　　　　　 オート事業部松山店 伊予郡砥部町拾町153-1 (089)956-0666

自動車
（車検含む）

店舗追加

JA えひめエネルギー㈱
オートパル久万

上浮穴郡久万高原町菅生
2-1780-1 (0892)21-0072

JA えひめエネルギー㈱
西条店（オートパル小松）

西条市小松町新屋敷甲
1033-4 (0898)72-2921

新 旧▲
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人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状
況

市
町
等
を
退
職
し
年
金
受
給
者
に
な
ら
れ
た
方
々
は
、

ぜ
ひ
年
金
者
連
盟
に
ご
加
入
を
！

  

連
盟
の
会
費
と
加
入
方
法

会
費
の
額
／
年
金
額
に
応
じ
年
間
５
０
０

円
〜
５,
０
０
０
円

会
費
納
入
方
法
／
毎
年
４
月
の
年
金
支
給

期
に
年
金
か
ら
控
除

加
入
方
法
／「
年
金
者
連
盟
加
入
届
」に
住

所
・
氏
名
等
を
記
入
捺
印
の
う
え
ご
提
出

下
さ
い
。

  

お
問
い
合
わ
せ

　

ご
不
明
な
点
や
詳
細
は
、
共
済
事
務
担
当

課
、
ま
た
は
、
愛
媛
県
市
町
村
職
員
年
金
者

連
盟 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
８
９

－

９
２
１

－

５
６
５

１
ま
で

  

年
金
者
連
盟
と
は
…

　
「
愛
媛
県
市
町
村
職
員
年
金
者
連
盟
」

は
、
愛
媛
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
組

合
員
で
あ
っ
た
方
で
、
全
国
市
町
村
職
員

共
済
組
合
連
合
会
か
ら
年
金
を
受
給
さ

れ
、
年
金
者
連
盟
に
加
入
さ
れ
た
方
を
会

員
と
す
る
団
体
で
す
。

　

年
金
者
連
盟
は
、
年
金
受
給
者
の
退
職

後
に
お
け
る
会
員
相
互
の
親
睦
と
経
済
生

活
の
向
上（
年
金
改
善
運
動
）を
目
的
に
昭

和
43
年
に
設
立
さ
れ
、
現
在
の
会
員
数
は

約
９,
５
０
０
名
と
な
っ
て
お
り
、
県
下

郡
市
に
よ
る
18
の
支
部
に
分
か
れ
て
活
動

し
て
い
ま
す
。

  

主
な
活
動
と
事
業

❶ 

各
支
部（
又
は
分
会
）の
総
会
開
催
時
の

　

 

年
金
制
度
改
正
の
説
明
や
年
金
相
談

❷ 

年
金
受
給
者
の
処
遇
改
善
の
陳
情
を
全

　

 

国
の
連
盟
と
共
に
実
施

❸ 

会
員
の
金
婚
・
長
寿（
古
希
・
喜
寿
・
米

　

 

寿
・
白
寿
）の
慶
祝
と
弔
慰
金
の
給
付

❹ 

「
連
盟
だ
よ
り
」の
年
２
回
発
行

❺ 

団
体
傷
害
保
険
・
団
体
疾
病
保
険
・
が

　

 

ん
保
険
の
斡
旋
な
ど

★
年
金
者
連
盟
か
ら
の
ご
案
内
★

★
年
金
者
連
盟
か
ら
の
ご
案
内
★

　

平
成
26
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状
況

は
、
次
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。 

現
在

健
診
機
関
と
の
調
整
を
行
っ
て
お
り
ま
す

が
、
希
望
す
る
申
込
内
容
で
の
決
定
と
な
ら

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
申
込
後
の
健
診
機
関
・
利
用

区
分
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

平成26年度人間ドック等申込状況        　　　　　　　　　　　　 （人）
　　　　種別

利用区分
組合員 被扶養者 合計

１日 8,403 1,835 10,238

２日通院 588 ― 588

１泊２日 465 ― 465

脳ドック 208 ― 208

合計 9,664 1,835 11,499

　
「
人
間
ド
ッ
ク
等
利
用
券
」は
、
４
月
利
用

者
分
を
３
月
中
旬
に
、
以
後
随
時
配
付
い
た

し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
健

診
日
ま
で
紛
失
し
な
い
よ
う
に
保
管
し
、
当

日
健
診
機
関
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
利
用
券

の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
助
成
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
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ご予約・お問い合わせは ...................................

えひめ共済会館
TEL 089-945-6311
FAX 089-945-6322
〒790-0003 松山市三番町5丁目13-1
http://www.ehime-kyosai.jp/kaikan/

「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」

平成27年3月31日まで
1県目  お一人様 1泊2食付 7,500円(税込)
2県目  10％off 3県目  50％off 4県目  無料

「四国旅劇場」
「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」

四国の味を
食べ尽くそう！

第
2
幕

ご予約はお電話にて
好評承り中♪♪巡れば巡るほど、お得になる

詳しくはえひめ共済会館ホームページをご覧ください。

宿泊予約状況（2月28日現在）

3
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
× ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ●

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
● ● ● ● ● × ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 余裕あり　▲ あと僅か　× 満 室

～お品書き～
　　　　　　  〔和洋卓料理〕      　　　　　　　　　  〔和洋コース〕

冷　菜  春菜ベーコンと茹竹のオニオンサラダ　 冷　菜  きびなご南蛮シーザーサラダ

造　り  季節の三種盛り　　　　　　　　　造　り  春の三種盛り

温　物  生湯葉万十　　　　　　　　　　　 温　物  一口焼き湯葉 

洋　皿  菜の花と豚肉のロールカツ　　　　　一人コンロ  伊予牛すき焼風鍋

焼　物  新じゃがと彩り野菜ボロネーゼグラタン   洋　皿  メカジキハーモニカステーキ

鍋　物  春キャベツと豚ロース鍋　　　　　　スープ  ちりめんと菜種スープ

揚　物  筍抹茶衣の春揚げ　　　　　　　　 揚　物  ジャコ海老かき揚げ

御　飯  海鮮太巻　　　　　　　　　　　　 御　飯  蟹太巻サラダ、穴子細巻

果　物  季節のフルーツ　　　　　　　　　  果　物 トロ～リ杏仁マンゴー豆腐

3,500円（税込）・和洋卓料理・和洋コース・

1,500円2時間飲み放題
(税込)

瓶ビール・日本酒・焼酎・チューハイ・ソフトドリンク
ワイン・ウイスキー・ノンアルコールビール

お一人様

─組合の現況─
（平成26年1月末現在）

◎所属所数 ..................................................................41
◎組合員数 .............................................14,714人
　　　　男 .................................................9,628人
　　　　女 .................................................5,086人
◎平均給料月額（短期） ..........310,578円
◎被扶養者数 .......................................17,770人
　（含任継 ...............................................内 243人）
◎任意継続組合員 ......................................359人
◎年金受給者数 ..................................16,788人

表
紙
に
よ
せ
て

陶
街
道
五
十
三
次（
砥
部
町
）

　

砥
部
陶
街
道
五
十
三
次
と
は
、
砥

部
町
の
名
所
を
巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
の
こ
と
で
す
。

　

四
季
折
々
の
イ
ベ
ン
ト
や
観
光
情

報
、
砥
部
焼
商
品
な
ど
の
情
報
満
載

の
「
陶
街
道
五
十
三
次
し
ら
べ
帖
」

を
県
内
主
要
書
店
や
役
場
、
砥
部
焼

伝
統
産
業
会
館
な
ど
で
購
入
し
、
町

内
各
地
に
あ
る
ス
タ
ン
プ
を
し
ら
べ

帖
に
押
し
て
い
き
ま
す
。

　

全
て
集
め
て
砥
部
焼
伝
統
産
業
会

館
に
持
参
す
る
と
、
完
巡
者
メ
ダ

ル
（
コ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
も
使
用
可

能
）、
と
べ
温
泉
入
浴
券
な
ど
が
も

ら
え
ま
す
。

　

4
月
19
日
・
20

日
に
は
砥
部
町
陶

街
道
ゆ
と
り
公
園

ほ
か
で
砥
部
焼
ま

つ
り
も
開
催
さ
れ
ま
す
。

★おすすめコース★

ご予約
承り中

平成26年3月1日㈯～平成26年5月31㈯まで

（写真は8人盛）

※上記以外にも各種料理をご予算に合わせてご用意させていただきますのでお気軽にお問い合わせ下さい。




